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愛知県名古屋市中区にある無信号交差点では，官庁街で官庁就業者等が集中するため，歩行者や自転車

の交通量が多く，また，車線幅員が広いことから，片側1車線であるにも関わらず車両が並走するなどの

事故に繫がる事象が散見され，歩行者による横断歩道横断中事故などが発生していた． 
このような状況の中，ラウンドアバウトを導入することにより，歩行者交通の安全性向上が見込まれる

のみならず，市内初のラウンドアバウトを官庁街に設置することで都市のシンボルゲートとなり，市民や

道路・交通管理者に広く周知できることから今後のラウンドアバウト導入推進に寄与すると考えられ，試

行運用の検討が進められた． 
本稿では，都市部官庁街の条件に配慮したラウンドアバウトの計画・設計，およびリーフレット等によ

る交通ルールに関する周知活動等のラウンドアバウト試行運用の取り組みについて報告する． 
 

     Key Words : Roundabout, Try Operation, Geometric Design and Planning, Pedestrian, Bicycle 
 
 

1. はじめに 
 

平成 26年 9月の道路交通法改正により，ラウンドア

バウトの定義および交通方法が定められ，それ以降ラウ

ンドアバウトの導入が進み，現在全国 100箇所以上で導

入されている．そのうち，愛知県では道路交通法改正時

に一宮市で 1箇所，常滑市で 1箇所，豊田市で 2箇所ラ

ウンドアバウトが指定されたほか，安城市や愛西市，豊

橋市でもラウンドアバウトの運用が開始され，愛知県内

において令和 2年 8月末時点で 7箇所が運用されていた．

しかしながら，愛知県内に限らず全国においても，都心

部や官庁街にラウンドアバウトが導入されている事例は

ない．そこで，本稿では都市部官庁街の条件に配慮した

ラウンドアバウトの計画・設計，およびリーフレット等

によるラウンドアバウトの交通ルールに関する周知活動

等のラウンドアバウト試行運用について報告する． 
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2. 検討箇所の概要と試行運用の意義 
 
(1) 官庁街道路，対象交差点の現状 
本稿にて対象とする交差点は，愛知県名古屋市中区の

官庁街に位置し，図-1に示す通り，周辺には国土交通省

中部地方整備局，愛知県庁，名古屋市役所，愛知県警察

本部，裁判所など様々な施設が立地する． 

検討箇所における道路構造，利用状況の特徴について

表-1に示す．当該箇所の道路は，2車線であるが車道の

幅員が広い特徴がある．また，図-1に示す通り，4箇所

の交差点のうち，交差点②のみ信号交差点であるが，こ

の信号機は，交通弱者に配慮し，青信号延長用押ボタン

や押ボタンの存在を認識させるための音響機能等が付加

された特殊な信号機である．また，現状無信号交差点で

ある交差点①，③，④は信号機設置の要望があるものの，

交差点間隔が短いため設置が困難な状況である． 

歩行者の利用状況については，最も少ない交差点でピ

ーク時一方向あたり約200人，多い交差点で約1,000人で

あり，いずれも歩行者利用が多い箇所である．これは，

周辺施設への通勤者のほか，施設利用者が集中するため

である．また，歩行者の利用は交差点④が最も多い．こ

れは，交差点の東側には名古屋市営地下鉄名城線市役所

駅が位置しており，鉄道駅を利用し周辺施設に向かう歩

行者が最も集中するためである． 

交通事故発生状況について，無信号交差点（交差点①，

③，④）では，過去5年間で計17件の人身事故が発生し

ており，そのうち7割が歩行者および自転車が巻き込ま

れる交通事故である．特に，歩行者の横断歩道横断中事

故が多い傾向である． 

後述するラウンドアバウト検討箇所の選定にあたり，

図-1に示す4つの交差点が候補となったが，表-1に示す

特徴をはじめ，現場の運用状況や制約条件を踏まえ，検

討箇所を選定した．具体的には，交差点①は，道路拡幅

が伴い，試行運用としては大規模な工事となること，交

差点②は，特殊な信号機が設置されているため，検討候

補箇所から除外した．交差点③は，交差点北東部でリニ

ア中央新幹線の整備工事が行われており，試行運用によ

り工事への影響が生じるほか，安全性の面でラウンドア

バウト導入の効果が薄れること，また，リニア中央新幹

線の工事期間という特異な期間を捉えて試行運用を実施

したとしても，長期に渡る本格運用を見据えた適切な検

証が困難になるため，検討候補箇所から除外した．交差

点④は，ラウンドアバウト適用の目安がピーク時一方向

あたり100人であることに対し，約1,000人と目安の交通

量を大幅に超えているが，交通事故が発生している交差

点であり，ラウンドアバウト導入により安全性向上に期

待されるほか，官庁街の入口に位置するため，シンボル

ゲートとしての役割も期待される．上記を踏まえ，交差

点④を検討箇所として選定した． 

 

(2) 試行運用の意義 
今回，当該交差点における試行運用は，令和2年9月23

日（水）から開始され，将来的には本格整備も視野に入

れている．試行運用として実施することで，安全性と円

滑性に関する性能を十分に照査し，最適なものとなるよ

う改良を重ねることができる．また，利用者挙動および

利用者意識視点での効果検証によるラウンドアバウト導

入の有意性を踏まえ，本格運用に向けた交差点構造への

課題の反映が可能となることも試行運用の意義である． 

また，前述の通り，検討箇所は官庁街であることから，

官庁就業者等が集中するため，歩行者や自転車の交通量

が多い．また，車線幅員が広いことから，片側1車線で

あるにも関わらず車両が並走するなどの事故につながる

事象が散見され，歩行者による横断歩道横断中の事故な

どが発生していた．このような状況の中，官庁街でラウ

ンドアバウトを導入することにより，歩行者交通の安全

性の向上が見込まれる．また，市内初のラウンドアバウ

トを官庁街で実施することで，都市のシンボルゲートと

なり，市民や道路・交通管理者などに広く周知できるこ

とから，市民の理解が進めば，用地買収あるいは県警本

部西交差点のような信号機撤去を伴うラウンドアバウト

導入への展開など，今後のラウンドアバウト導入の推進

に寄与すると考えられる． 

 
(3) 対象交差点における利用者の危険事象 
整備前において交差点④で確認された主な利用者の危

今回
対象交差点

信号交差点

①
② ③ ④

Ｎ

裁判所

県警察本部

中部地方
整備局

愛知県庁

名古屋
市役所

 

図-1 検討箇所および周辺施設の状況 

表-1 検討候補箇所の各種特徴 

項目 利用状況

道路構造
 車道の幅員が広い（１６ｍ）
 片側１車線（幅員７．５m）

交通規制

 ４か所のうち、１か所は信号機が設置
 設置されている信号機は、交通弱者に配慮した特殊な信号機

 無信号交差点について、信号機設置の要望はあるが、交差点間隔
が短いことなどから、設置は困難

 駐車禁止について、緩和措置をとっている

利用状況

 歩行者が多い（少ない交差点で約２００人／ピーク時一方向、多い
交差点では１０００人／ピーク時一方向）

 高齢者や足の不自由な方、視覚障害者の方なども利用
 路上駐車が多い

事故発生状況

 無信号交差点では、過去５年間に計１７件の人身事故が発生（Ｈ２
６～Ｈ３０）

 歩行者や自転車が巻き込まれる事故が約７割
 最も発生頻度が高いのは、歩行者が横断歩道横断中の事故  
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険事象について，以下に記す． 

・片側1車線であるにも関わらず，車が並走している 

・横断歩道の直近まで路上駐車されている 

・横断歩道を渡ろうとしている人に車が気付かずに

通過する 

・歩行者に譲るため横断歩道の手前で停止した車の

横を別の車が追い越して交差点に入る 

・車の挙動が安定していない（走行位置やスピード，

交差点内での停止位置などがバラバラ） 

・交差点で優先・非優先を守らない 

・車が交差点付近でＵターンする 

・自転車が車道を逆走している 
これら事象は歩行者が横断歩道横断中の事故に繋がる

可能性がある事象が含まれており，ラウンドアバウト試

行運用により危険事象の減少に期待される．整備前の交

差点状況を図-2に示す． 
 
3. 試行運用のラウンドアバウトの適用条件 

  
このような背景のもと，当該交差点にラウンドアバウ

トを導入して，安全性や円滑性に関する検証を行うため，

令和2年9月23日試行運用を開始した． 

ラウンドアバウト計画平面図を図-3，試行運用後のラ

ウンドアバウトを図-4に示す． 
本章では，ラウンドアバウトの適用性について，ラウ

ンドアバウトマニュアル1）を参考として実施した適用性

の確認について報告する． 

 
(1) 導入上の留意点の確認 
当該交差点は，前述の通りピーク時の歩行者交通量が

約1,000人/時と目安の交通量より多く，また，歩行者・

自転車と自動車等のピーク時間が異なる官庁街の特徴を

有している．そのため，歩行者の影響による交通容量の

検証と安全性の問題について確認が必要である．ここで，

歩行者・自転車のピーク時間は，8時台，自動車等のピ

ーク時間は，13時台であることから，8時台，13時台に

ついて交通容量の計算と交通状況の確認を実施した．交

通容量確認結果を表-2に示す． 

8時台の結果は，通常の交通容量比が，0.04～0.13と

目安である0.7を大きく下回った．また，北側の歩行者

が約960人/時間だが歩行者と交錯する自動車等は流出25

台/時間，流入36台/時間とかなり少ない状況である． 

13時台の結果は，通常の交通容量比が，0.12～0.25と

0.7を下回った．また，北側の歩行者は，約300人/時間

と朝ピークより少ない状況であった． 

前述の試行運用の意義で記述したように，官庁街への

入口としてのシンボルゲートとなり得る．そこで，ラウ

ンドアバウトとして適用できると判断した． 

 (2) 設計条件 
a) 設計車両と交通運用の設定 
リニア中央新幹線のための工事が実施されていること

から，工事車両やルート等を確認することで，設計車両

については，最大の（副）設計車両をセミトレーラ連結

車（12ｍ以上の特車）とした．また，通行方向は東西直

 
図-2 整備前の交差点状況 

 

図-3 ラウンドアバウト計画平面図 

 

図-4 試行運用後のラウンドアバウト 

表-2 交通容量確認結果 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計

ピーク時間
流入交通量：
q（①）［pcu/h］

48 37 123 39 247 154 103 237 97 591

11 37 35 131 56 166 82 241

985 966 968 899 952 874 934 823

0.05 0.04 0.13 0.04 0.16 0.12 0.25 0.12

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

4.1

2.9

2.1

0.8

時間帯 8時台 13時台

流入部

流入部交通容量：c（②）［pcu/h］

交通容量比：q/c（③＝①÷②）

判定
（③＜0.9の場合を「○」、

③＜0.7の場合を「◎」とする）

環道交通量：Qc［pcu/h］

車頭時間
（ギャップ）
パラメータ

※マニュアル
既定値

2.9

2.1

臨界流入ギャップ
ｔc［sec］

0.8安全率

流入車両の
追従車頭時間tf［sec］

環道交通流の
最小車頭間隔τ［sec］

4.1
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進のみと設定した． 

b) 歩行者・自転車 
歩行者交通量は多く，総流入時間交通量は約2,500人/

時間である．自転車交通量は総流入時間交通量約110台/

時間（最大南側45台/時間）である． 

横断歩道や自転車通行空間の幾何構造等については，

後述する． 

 

4.  官庁街条件に配慮したラウンドアバウト形状 
 

本ラウンドアバウトの幾何構造については，ラウンド

アバウトマニュアル1）及び学識経験者の助言を受け，現

地の交通状況，官庁街の特徴，仮設であることを踏まえ

た設計としている． 
 

(1) 中心位置と外径 
中心位置については，現況の主道路と従道路との市道

中心線の交点を採用した．外径の基本値は，「交差角度

90度」でかつ「普通自動車・分離島あり」とし，当該交

差点は用地的に余裕があり30ｍとした．セミトレーラ連

結車（東西直進のみ），普通自動車，小型自動車等の車

両軌跡を確認した．外径の構成図を図-5に，軌跡図の一

例を図-6に示す． 

 

(2) 流出入部の設計 

車線幅員は，3.0mと自転車通行空間1.0mとした．流出

入部の構成図を図-7に示す．横断歩道の位置は現況に合

わせ，環道と横断歩道の距離が近くなりすぎないように

留意した．その結果，横断歩道幅5.0mから4.0mに縮小，

外径と横断歩道までの距離は約1.5mとなった．車両走行

軌跡の検討により合理的な隅角部を設定した．また，現

況の車道幅員が広いため，本来歩道が拡幅されるところ

には，歩行者の誤進入防止と車両誘導のため，ガードパ

イプを設置した．図-8に示す． 

 

(3) 中央島と環状部 

外径30m，車両軌跡から中央島14.0m，最近の国内の実

績および車両の走行を安定させるため，環道4.5m，エプ

ロン3.0m，路肩0.5mと設定した．外径の構成図を図-5に
示す． 

 

(4) 中央島 

歩車道境界ブロックB型高さ250㎜×長さ600㎜を使用

した．中央島の中には，時計回りの進行方向を示す矢印

と注意喚起の看板を設置した．図-9に示す． 

 

(5) エプロン 

試験運用のため掘削不要な段差のないゼブラ（路面標

示）とした．図-9に示す． 

 

(6) 分離島 

a) 設置延長等 

 全方向の流出入部について，分離島を設置して流入流

出の車両動線を分離した．現況の車道幅員が16mと広い

 
図-5 ラウンドアバウト外径の構成図 

 

図-6 軌跡図の一例（セミトレーラー連結車） 

 

 

 

 

 

 

図-7 流出入部の構成図 

 
図-8 車線（自転車通行空間を含む）とガードパイプ 

 
 
 
 
 
 
 

図-9 中央島と看板，段差のないゼブラのエプロン 

 

第 62 回土木計画学研究発表会・講演集

 4



 

 

ことから，分離島の幅は，歩行者が安全に二段階横断で

き，視覚障害者誘導用標示も十分設置が可能となるよう

にW=3.5m（両側側帯を加えると4.0m）を採用した．シフ

ト長は，当初実勢速度20～30km/hの最小値20～25mを計画

していたが，警察協議の結果，設計速度V=40km/hの最小

値30mを採用，さらに，環道側には20mの平行区間を設置

した．分離島には，歩車道境界ブロックB型高さ250㎜×

長さ600㎜を使用，反射テープを設置した． 

b)  平面形状 

環道側では流出車両から認識しやすく，衝突時の衝突

緩和のため，テーパー（傾き）を設置し，分離島の歩行

者を保護するため，歩車道境界ブロックB型より強固な

置式基礎ブロック幅600㎜×高さ450㎜×長さ3000㎜を使

用し，反射テープを設置した．幅広分離島，分離島の先

端形状，強固な置式基礎ブロックを図-10に示す． 

 
5.  ラウンドアバウトの交通安全対策 

 
本章では，ラウンドアバウトの交通安全について，警

察との協議結果やラウンドアバウトマニュアル1）及び改

訂平面交差の計画と設計 自転車を考慮した交差点設計

の手引2），現地の交通状況，官庁街の特徴，仮設である

ことを踏まえた交通安全対策について以下のとおり報告

する． 
 

(1) 歩行者の安全対策 
a)  注意喚起シートやエスコートゾーンの設置 
都市部で歩行者が多い当該交差点の歩行者・視覚障害

者の安全対策として，横断歩道には，エスコートゾーン

と歩道側および分離島に視覚障害者誘導用標示，横断歩

行者の注意喚起シートを設置した．図-11に示す． 
 
(2) 自転車通行空間（矢羽根の設置） 
都市部で自転車が多い当該交差点の自転車の安全対策

および通行方法の周知のため，矢羽根を設置した．環道

における矢羽根の設置目的は，主として次の3つである． 

① 自転車へ環道内の時計回り（右回り）を誘導（逆走

を防止） 
② 自動車へ自転車の環道内通行の注意喚起  
③ 環道での自動車と自転車の並進抑制 
a) 自転車へ環道内の時計回り誘導 
路面表示（矢羽根と自転車ピクトグラム）については，

自転車が環道へ流入する際に，環道通行と進行方向（時

計回り（右回り））を強く意識づけるため，流入部から

矢羽根を開始し，環道の矢羽根と合流するように設置し

た．また，流入部の自転車ピクトグラムの前には，環道

優先であることを注意喚起するため，「注意」の路面表

示を設置した．図-12に示す． 

b) 自動車へ注意喚起 
目的①，②を重視し，環道流入部付近において密に設

置した．これは，自転車，自動車両者ともに環道流入部

において特に注意が必要との観点を踏まえたものである．

図-12に示す． 
c) 環道での自動車と自転車の並進抑制 
環道で自動車と自転車が並進した場合，自動車から並

進する自転車を確認しにくいため，環道から流出する自

動車による左折巻き込み事故を発生させる可能性がある．

環道内で自動車と自転車の並進を抑制するため，矢羽根

を路肩から1.5m程度，中央島方向（中心方向）に設置し

た．また，矢羽根の寸法は，道路の単路部で設置されて

いる標準的な750㎜×1500㎜とした．これは，新設のラ

ウンドアバウトでは，初めて設置した寸法である．図-
12に示す．  
 

 
図-10 幅広分離島，先端形状，強固な置式基礎ブロック 

 
図-11 視覚障害者誘導用標示，エスコートゾーン， 

注意喚起シート 

 

図-12 環道と流入部の矢羽根と自転車ピクトグラム 
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(3) 案内標識看板等の設置 
注意看板を含めた試験運用のための交通安全施設平面

図を作成し，警察と協議を実施した．注意看板は，ラウ

ンドアバウトに慣れていない自動車や自転車に注意喚起

や通行方法を示すため，流入部や中央島に設置した．流

入部は，看板が重複しないよう配慮した．図-13に示す． 
 
(4) 試行運用開始後の交通安全対策 
 試行運用開始から約2週間程度は，適切な交通運用実

施のため，ガードマンを配置し，逆走しそうな車両に対

しては，環道優先，時計回り（右回り）の指導を行って

いる状況である． 

 
6.  ラウンドアバウトの周知活動概要 
 
本章では，名古屋市初のラウンドアバウトであること

から，様々な周知活動を実施した．以下のとおり報告す

る． 
 

(1) 計画・設計の段階 
a) 幾何構造等に関する調整 
都市部，官庁街であることから，様々な関係者と幾何

構造等に関する調整を行った． 

ラウンドアバウトの外径を決定するのに重要な設計車

両を決定するため，ＪＲ東海とリニア中央新幹線の工事

車両の特車の通行について，車両諸元および通行ルート

等を確認した． 

官庁街であり，また，交差点付近にタクシーベイが設

置されていることから，タクシー協会とタクシーベイの

移設について事前承諾を得た． 

b) 視覚障害者への配慮 
歩行者に関しては，視覚障害者への配慮として障害者

団体2団体に令和元年12月に2回の説明および令和2年2月

に再説明を行った．1団体の主な意見は，以下のとおり

であった， 

「視覚障害者は，あらかじめ場所をイメージして歩い

ている．点字だけでは，そこがラウンドアバウトかどう

かわからないので，周知が非常に大切．」 

「構造がイメージできないので，完成したら1度と言

わず，何度か歩かせてほしい．」 

点字の資料や言葉による説明だけでは，構造をイメー

ジして頂くのが困難だったので，図-14に示すような凸

凹図面を作成し，2月に凸凹平面図を使用して再説明し

た． 
他の1団体の主な意見は以下のとおりであった．この

ときは，凸凹平面図を使用した．  

「ラウンドアバウトは速度抑制が図れるが，逆に言う

と視覚障害者にとっては車の音が聞こえにくくなる．流

入側の路面を凸凹にするなどして，車両が接近してきて

いることが音でわかるようにしてほしい．」 
音がでるしくみは，他都市での導入事例も少なく，効

果も確認できていないため，まずは設置しないことで了

承を得た． 
「エスコートゾーンを設置してもらえるのはありがた

い．凸凹平面図はわかりやすかった．色弱者のために色

を付けてもらえると，より良いものになる．」 
試行運用開始後についても，「愛知視覚障害者協議

会」「名古屋市障害者団体連絡会」には，現地視察をし

て頂き，ご意見・ご感想を頂く予定である． 

 

図-13 流入部の看板と流出部の自転車への注意看板 

 
図-14 凸凹平面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-15 リーフレット 
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(2) 試行運用・通行方法の周知 

試行運用，通行方法の周知のため，令和2年8月末頃か

ら周知活動を実施した．以下に示す． 
・リーフレットを使用し報道発表．（令和2年9月1日

には中日新聞，令和2年9月7日には建通新聞が記事

を掲載） 

・名古屋市公式ウェブサイトにてリーフレットを掲

載． 

・現地に看板を設置し，車に対して通行方法変更の

予告． 

・歩行者に対してリーフレットを現地看板に掲示． 

・官庁街の各施設へのリーフレット配布による事前

周知（一般の利用者が多い病院や法務局，市役所

には受付等にリーフレットを配置） 

その他としては，タクシー協会や名古屋市交通局（市

バス）へのリーフレットの配布と通行方法の説明を実施

した．リーフレットを図-15に示す． 

 
7. 終わりに 

 
本稿では，令和2年9月23日に試験運用を開始した名古

屋市初となる都市部官庁街のラウンドアバウトに関して，

その際のラウンドアバウトの計画と幾何構造設計および

周知活動について記述した．今後は，事後調査を実施し，

運用前後の交通状況の変化等について確認および道路利

用者のアンケート調査を実施し，ラウンドアバウト整備

の安全性，円滑性等の効果を検証していく予定である．

都市部官庁街という新たなステージでのラウンドアバウ

トの整備であり，その効果，課題等を明らかにして，今

後のラウンドアバウトの整備につなげていきたいと考え

る． 
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